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平成２５年３月  日条例第  号 

（占用料の徴収） 

第１条 道路法（昭和２７年法律第１８０号。以下「法」という。）第３９条第１項の規

定に基づき、道路を占用する者から、この条例の定めるところにより、占用料を徴収す

る。 

（占用料の額） 

第２条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第３２条第１項若しくは第３

項の規定により許可をし、又は法第３５条の規定により同意した占用の期間（電線共同

溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第

３９号。以下「電線共同溝整備法」という。）第１０条、第１１条第１項若しくは第１

２条第１項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第２１条の規定により協議が

成立した占用することができる期間（当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線

の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、

当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間）。以

下同じ。）に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じ

て得た額（その額が１００円に満たない場合にあっては、１００円）とする。ただし、

当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、

各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除

して得た数を乗じて得た額（以下この条において「各年度の占用料の額」という。）の

合計額（各年度の占用料の額が１００円に満たない場合にあっては、当該各年度の占用

料の額を１００円として合計した額）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、道路の占用のうち当該占用の期間が１月に満たないものに

ついての占用料の額は、同項本文の規定により算定した額（その額が１００円に満たな

い場合にあっては、その額）に１．０５を乗じて得た額（その額が１００円に満たない

場合にあっては、１００円とし、その額が１００円以上の場合であって、１円未満の端

数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。）とする。ただし、同項ただし書
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の規定により算定することとなる場合にあっては、各年度の占用料の額（その額が１０

０円に満たない場合にあっては、その額）に１．０５を乗じて得た額（その額が１００

円に満たない場合にあっては、１００円とし、その額が１００円以上の場合であって、

１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。）の合計額とする。 

（占用料の特例等） 

第３条 知事は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、特に必要があると認めると

きは、前条の規定にかかわらず、同条に規定する額の範囲内において別に占用料の額を

定め、又は占用料を徴収しないことができる。 

  一 道路法施行令（昭和２７年政令第４７９号。以下「政令」という。）第１１条の８

第１項に規定する応急仮設住宅 

二 法第３５条に規定する事業（政令第１８条に規定するものを除く。）及び地方財政

法（昭和２３年法律第１０９号）第６条に規定する公営企業に係るもの 

三 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う

鉄道施設及び鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）による鉄道事業者又は索道事業者

がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設 

四 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）による選挙運動のために使用する立札、

看板その他の物件 

五 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法（昭和３２年法律第１０６号）第１７条

第１項に規定する都市計画として決定された路外駐車場 

六 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する額の占用料を徴収することが著しく不

適当であると認められる占用物件で、知事が定めるもの 

（占用料の徴収方法） 

第４条 占用料は、法第３２条第１項若しくは第３項の規定により許可をし、又は法第３

５条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可又は同意をした日

（電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第１０条、第１１条第１項若

しくは第１２条第１項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第２１条の規定に

より協議が成立した日（当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を

開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工

事を開始した日））から１月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。た

だし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、

毎年度、当該年度分を４月３０日までに徴収するものとする。 

（占用料の不返還等） 

第５条 すでに納めた占用料は、返還しない。ただし、知事が法第７１条第２項の規定に

より道路の占用の許可を取り消した場合において、すでに納めた占用料の額が当該占用

の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を

こえるときは、そのこえる額の占用料は、返還する。 

（延滞金） 

第６条 法第７３条第２項（法第９１条第２項において準用する場合を含む。）の規定に

基づき、法第７３条第１項の規定による督促に係る同項に規定する納付すべき期限（次

項において「督促納付期限」という。）までに占用料を納付しない者から、当該占用料

の額が１，０００円以上である場合に延滞金を徴収する。ただし、当該延滞金の額が１

００円未満であるときは、徴収しないものとする。 

 ２ 前項の延滞金の額は、督促納付期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ
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占用料の額に年１０.７５％の割合を乗じて得た額（その額に１円未満の端数が生じ

たときは、当該端数を切り捨てた額）とする。この場合において、占用料の額の一部

につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎とな

る占用料の額は、その納付があった占用料の額を控除した額とする。 

（委    任） 

第７条 この条例の施行に関して必要な事項は、知事が定める。 

附  則 

１ この条例は、昭和４５年４月１日から施行する。 

２ 道路占用料徴収条例（昭和２８年福島県条例第１０号。以下「旧条例」という。）

は、廃止する。 

３ この条例の施行の日前に法第３２条第１項若しくは第３項の規定により許可を受

け、又は法第３５条の規定により協議をした者であって、この条例の施行の日以後引

き続き道路を占用しているものから徴収する占用料の額は、第２条の規定にかかわら

ず、附則別表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の当該中欄に掲げる調整年度に限り、

同表の当該下欄に掲げる占用料の額とする。 

４ 旧条例の規定により徴収すべきであつた占用料については、なお従前の例による。 

（附則別表略） 

別 表（第２条関係）（昭５３条例２７・昭５９条例２０・昭６３条例２７・平９条例３７・

平２２条例７８・平２４条例７４一部改正・平成２５条例３５一部改正） 

占   用   物   件 

占   用   料 

単    

位 

所  在  地 

市の区域 町村の区域 

１ 法第３

２条第１

項第１号

に掲げる

工作物  

  

第１種電柱 

１本につき

１年 

５６０ ４６０ 

第２種電柱 ８６０ ７００ 

第３種電柱 １，２００ ９５０ 

第１種電話柱 ５００ ４１０ 

第２種電話柱 ８００ ６５０ 

第３種電話柱 １，１００ ９００ 

その他の柱類 ５０ ４１ 

共架電線その他上空に設ける線

類 

長さ１メー

トルにつき

１年 

５ ４ 

地下に設ける電線その他の線類 ３ ２ 

路上に設ける変圧器 １個につき

１年 
４９０ ４００ 

地下に設ける変圧器 

占用面積１
平方メート
ルにつき１
年 

３００ ２５０ 

変圧塔その他これに類するもの及び

公衆電話所 
１個につき

１年 

１，０００ ８２０ 

郵便差出箱及び信書便差出箱 ４２０ ３４０ 
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広告塔 

表示面積１

平方メート

ルにつき１

年 

２，０００ ９９０ 

その他のもの 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

１，０００ ８２０ 

２ 法第３

２条第１

項第２号

に掲げる

物件 

外径が０．０７メートル未満のもの 

長さ１メー

トルにつき

１年 

２１ １７ 

外径が０．０７メートル以上０．１メートル未

満のもの 
３０ ２５ 

外径が０．１メートル以上０．１５メートル未

満のもの 
４５ ３７ 

外径が０．１５メートル以上０．２メートル未

満のもの 
６０ ４９ 

外径が０．２メートル以上０．３メー

トル未満のもの 
９０ ７４ 

外径が０．３メートル以上０．４メー

トル未満のもの 
１２０ ９８ 

外径が０．４メートル以上０．７メー

トル未満のもの 
２１０ １７０ 

外径が０．７メートル以上１メートル

未満のもの 
３００ ２５０ 

外径が１メートル以上のもの ６００ ４９０ 

３  法第３２条第１項第３号及び第４号に掲

げる施設 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

１，０００ ８２０ 

４ 法第３

２条第１

項第５号

に掲げる

施設 

地下街及び

地下室 

階数が１のもの 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

Ａに０．００４を乗じて得

た額 

階数が２のもの Ａに０．００７を乗じて得

た額 

階数が３以上のも

の 

Ａに０．００８を乗じて得

た額 

上空に設ける通路 １，０００ ４９０ 

地下に設ける通路 ６１０ ３００ 

その他のもの １，０００ ８２０ 

５ 法第３

２条第１

項第６号

に掲げる

祭礼、縁日その他の催しに際し、

一時的に設けるもの 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

日 

２０ １０ 
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施設 

その他のもの 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

月 

２００ ９９ 

６  政令第

７条第１

号に掲げ

る物件 

看板（アーチ

であるものを

除く。） 

一時的に設ける

もの 

表示面積１

平方メート

ルにつき１

月 

２００ ９９ 

その他のもの 

表示面積１

平方メート

ルにつき１

年 

２，０００ ９９０ 

標識 １本につき

１年 
８００ ６５０ 

旗ざお 

祭礼、縁日その他

の催しに際し、一

時的に設けるも

の 

１本につき

１日 
２０ １０ 

その他のもの 
１本につき

１月 
２００ ９９ 

幕（政令第７条

第２号に掲げる

工事用施設であ

るものを除く。） 

祭礼、縁日その他

の催しに際し、一

時的に設けるも

の 

その面積１

平方メート

ルにつき１

日 

２０ １０ 

その他のもの 

その面積１

平方メート

ルにつき１

月 

２００ ９９ 

アーチ 

車道を横断する

もの 
１基につき

１月 

２，０００ ９９０ 

その他のもの １，０００ ４９０ 

７  政令第７条第２号に掲げる工作物 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

１，０００ ８２０ 

８  政令第７条第３号に掲げる施設 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

Ａに０．０２８を乗じて得

た額 
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９  政令第７条第４号に掲げる工事用施設及

び同条第５号に掲げる工事用材料 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

月 

２００ ９９ 

１０  政令第７条第６号に掲げる仮設建築物

及び同条第７号に掲げる施設 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

月 

１００ ８２ 

１１ 政令

第７条第

８号に掲

げる施設 

トンネルの上又は高架の道路の

路面下に設けるもの 占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

Ａに０．０１
６を乗じて
得た額 

Ａに０．０２
を乗じて得
た額 

上空に設けるもの Ａに０．０２を乗じて得た
額 

その他のもの Ａに０．０２８を乗じて得
た額 

１２  政令

第７条第

９号に掲

げる施設 

建築物 
占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

Ａに０．０１
６を乗じて
得た額 

Ａに０．０２
を乗じて得
た額 

その他のもの Ａに０．０１
１を乗じて
得た額 

Ａに０．０１
４を乗じて
得た額 

１３ 政令

第７条第

１０号に

掲げる施

設及び自

動車駐車

場 

建築物 

 
占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

Ａに０．０２を乗じて
得た額 

その他のもの Ａに０．０１

１を乗じて

得た額 

Ａに０．０１

４を乗じて

得た額 

１４  政令

第７条第

１１号に

掲げる応

急仮設建

築物 

トンネルの上又は高架の道路の

路面下に設けるもの 占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

Ａに０．０１
６を乗じて
得た額 

Ａに０．０２
を乗じて得
た額 

上空に設けるもの Ａに０．０２を乗じて得た
額 

その他のもの Ａに０．０２８を乗じて得
た額 

１５ 政令第７条第１２号に掲げる器具 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

Ａに０．０２８を乗じて得

た額 

１６  政令

第７条第

１３号に

掲げる施

設 

トンネルの上又は高速自動車国道若

しくは自動車専用道路（高架のものに

限る。）の路面下に設けるもの 
占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

Ａに０．０１
６を乗じて
得た額 

Ａに０．０２
を乗じて得
た額 

上空に設けるもの Ａに０．０２を乗じて

得た額 

その他のもの Ａに０．０２８を乗じて

得た額 
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備考１ 金額の単位は、円とする。 
２ 所在地とは、占用物件の所在地をいい、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場
合は、同日におけるその区分によるものとする。 

３ 第１種電柱とは電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。）のうち３条以下の電線（当
該電柱を設置する者が設置するものに限る。）を支持するものを、第２種電柱とは電柱のうち４条又は
５条の電線（当該電柱を設置する者が設置するものに限る。）を支持するものを、第３種電柱とは電柱
のうち６条以上の電線（当該電柱を設置する者が設置するものに限る。）を支持するものをいうものと
する。 

４ 第１種電話柱とは電話柱（電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱で
あるものを除く。以下同じ。）のうち３条以下の電線（当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。）
を支持するものを、第２種電話柱とは電話柱のうち４条又は５条の電線（当該電話柱を設置する者が設
置するものに限る。）を支持するものを、第３種電話柱とは電話柱のうち６条以上の電線（当該電話柱
を設置する者が設置するものに限る。）を支持するものをいうものとする。 

５ 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう
ものとする。 

６ 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 
７ Ａは、近傍類似の土地（１１の項に掲げる施設のうち政令第７条第８号に規定する特定連結路付属地
に設けるもの及び１６の項に掲げる施設について、近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、
収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地）の時価を表すものとする。 

８ 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが１平方メートル若しくは１メートル未満
であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに１平方メートル若しくは１メートル未満の端数があると
きは、１平方メートル又は１メートルとして計算するものとする。 

９ 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が１年未満であるとき、又はその期間
に１年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、１月未満の端数があるときは１月として
計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が１月未満であるとき、又はそ
の期間に１月未満の端数があるときは１月として計算するものとする。 

附  則（昭和５３年条例第２７号） 

１ この条例は、昭和５３年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に法第３２条第１項若しくは第３項の規定により許可を受け、

又は法第３５条の規定により協議をした者であって、この条例の施行の日以後引き続き

道路を占用しているものから徴収する占用料の額は、改正後の別表の規定にかかわらず、

附則別表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の当該中欄に掲げる調整年度に限り同表の当

該下欄に掲げる占用料の額とする。 

３ 改正前の別表の規定により徴収すべきであつた占用料については、なお従前の例に

よる。 

（附則別表略） 

附  則（昭和５９年条例第２０号） 

１ この条例は、昭和５９年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の福島県道路占用料徴収条例別表政令第７条第１号に掲げる

物件の部看板（アーチであるものを除く。）の款その他のものの項の規定の適用につい

ては、昭和５９年４月１日から昭和６０年３月３１日までの間においては同項中「３，

６００」とあるのは「２，０００」と、「１，８００」とあるのは「１，０００」と、

昭和６０年４月１日から昭和６１年３月３１日までの間においては同項中「３，６００」

とあるのは「２，５００」と、「１，８００」とあるのは「１，２５０」と、昭和６１

年４月１日から昭和６２年３月３１日までの間においては同項中「３，６００」とある

のは「３，０００」と、「１，８００」とあるのは「１，５００」とする。 

３ この条例による改正前の福島県道路占用料徴収条例別表の規定による徴収すべきで

あつた占用料については、なお従前の例による。 

  附  則（昭和６２年条例第４９号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  附  則（昭和６３年条例第２７号） 
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１ この条例は、昭和６３年４月１日から施行する。 

２ 改正後の福島県道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間

に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、

なお従前の例による。 

附  則（平成元年条例第４７号） 

１ この条例は、平成元年４月１日から施行する。 

２ 改正後の福島県道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に

係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、な

お従前の例による。 

  附  則（平成８年条例第１９号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附  則（平成９年条例第３７号） 

１ この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に道路法（昭和２７年法律第１８

０号）第３２条第１項若しくは第３項の規定による許可を受け、又は同法第３５条の規

定による協議が成立した占用物件であって、施行日以後引き続き道路を占用するもの

（施行日以後に当該許可又は当該協議に係る期間が更新されたものを含む。以下「既存

占用物件」という。）に係る平成９年度以降の各年度の占用料の額は、次項に定めるも

のを除き、改正後の福島県道路占用料徴収条例（以下「改正後の条例」という。）第２

条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。

ただし、その額が同条の規定を適用して算定した額（以下「改正占用料額」という。）

を超える場合は、当該改正占用料額とする。 

一 平成９年度 改正前の福島県道路占用料徴収条例（以下「改正前の条例」という。）

第２条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る１年当たりの占用料の額

に１．１を乗じて得た額（当該額に１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り

捨てた額） 

二 平成１０年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の占用料の額に１．１を乗じて

得た額（当該額に１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額） 

３ 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１０号に規定する電気事業

者、電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第１２０条第１項に規定する認定電気

通信事業者又はガス事業法（昭和２９年法律第５１号）第２条第１１項に規定するガス

事業者（以下「電気事業者等」という。）については、福島県建設事務所又は福島県土

木事務所の道路占用許可事務に係る所管区域（以下単に「所管区域」という。）ごとの

その電気事業者等についての既存占用物件に係る次の各号に掲げる年度の区分に応じ

当該各号に定める額（以下「調整占用料額」という。）の合計額（当該合計額に１円未

満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額）が、所管区域ごとの当該電気事業

者等についての既存占用物件に係る改正占用料額の合計額を超えるまでの間は、当該電

気事業者等から県が徴収する既存占用物件に係る平成９年度以降の各年度の占用料は、

所管区域ごとに算定するものとし、その額は、改正後の条例第２条の規定にかかわらず、

当該調整占用料額の合計額とする。 

一 平成９年度 改正前の条例第２条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に

係る１年当たりの占用料の額 

に１．１を乗じて得た額 
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二 平成１０年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の占用料の額に１．１を

乗じて得た額 

 附  則（平成１５年条例第４１号） 

この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 

 附  則（平成１５年条例第１０３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 附  則（平成１６年条例第６３号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 附  則（平成１９年条例第３０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 附  則（平成１９年条例第７５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

  附  則（平成２２年１２月１７日条例第７８号） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。ただし、第２条の改正規定、第３条

第２号の改正規定（「新幹線鉄道保有機構が建設し、保有し、又は大規模な災害復旧工

事を行う鉄道施設並びに」を削る部分に限る。）及び第４条の改正規定は公布の日から、

別表１０の項の改正規定（「第７条第８号」を「第７条第９号」に改める部分に限る。）

及び同表１１の項の改正規定（「第７条第９号及び第１０号」を「第７条第１０号及び

第１１号」に改める部分に限る。）は公布の日から起算して１月を経過した日から施行

する。 

２ 改正後の福島県道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間

に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、

なお従前の例による。 

  附  則（平成２４年１２月２８日条例第７４号） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、第３条第１号の改正規定、

別表９の項の改正規定（「第７条第６号に掲げる施設並びに同条第７号に掲げる施設及

び自動車駐車場」を「第７条第７号に掲げる施設」に改める部分に限る。）、同表１０

の項の改正規定（「第７条第８号」を「第７条第９号」に改める部分に限る。）、同表

１１の項の改正規定（「第７条第９号」を「第７条第１０号」に改める部分に限る。）

及び同表１２の項の改正規定（「第７条第１０号及び第１１号」を「「第７条第１１号」

に改める部分に限る。）は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の福島県道路占用料徴収条例（以下「改正後の条例」という。）別表の規定は、

この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の占用の期間に係る占用料の額に

ついて適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。 

３ 改正後の条例第６条の規定は、施行日以後の占用料（福島県道路占用料徴収条例第２

条第１項に規定する占用の期間の始期が施行日以後である占用に係るものに限る。）に

係る延滞金について適用する。 

  附  則（平成２５年３月２６日条例第３５号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 


